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八代市農業委員会総会議事録 
 

１． 開催日時 令和８年５月１１日（月）午後２時００分から午後２時３２分 

 

２． 開催場所 八代市役所 ３階３０１会議室・３０２会議室 

 

３． 出席委員（17人） 
松田 浩一郎 

萩本 一浩 

鞍本 敏男 

有馬 日夫 

笹岡 健一 

矢鉾 次義 

湯野 和也 

内田 孝光 

木村 秀子 

橋本 一郎 

平野 英明 

上原 誠 

本田 友治 

吉永 安圭美 

黒田 浩一郎 

松田 林一 

湯治 裕子 

 

４． 欠席委員 
松本 吉充 
宮本 光次郎 

 

５.出席推進委員（24人） 
吉田 和功 

本田 あゆ子 

廣瀬 範明 

齊藤 光幸 

中  千代志 

井戸 繁夫 

益田 知明 

岡﨑 健治 

澤野 豊美 

川上 貴博 

石田 雄一 

西田 ちみ子 

髙木 淳 

杉本 秀雄 

瀨本 浩和 

杉山 秀治 

槌田 浩二 
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久保田 幸男 

宮崎 修 

村田 裕之 

緒方 道弘 

今村 初幸 

金水 光 

宮山 卓也 

 

６．議事日程 

第１  議案第５号  農地法第３条（委員会）について 

第２  議案第６号 農地法第４条（知事）について 

第３  議案第７号 農地法第５条（知事）について 

第４  議案第８号 農用地利用集積等促進計画について 

第５  議案第９号 非農地証明願について 

 

７．農業委員会事務局職員 

局長      山本 康博 

係長      井上 真由美 

主幹      柿本 光明 

参事      泉 正裕 

主任      斉藤 明日香 

主事      泉 俊輔 

 

８．会議の概要 
事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

総会の開催に関し、注意事項を申し上げます。 

ご発言につきましては、会場の正面に設置しております演台の場所にて発言をお

願いいたします。総会時間の短縮や議事録作成の観点から、簡潔明瞭なご発言をお

願いします。 

それでは、ただいまから５月の総会を開会したいと思います。 

本日は、松本吉充委員、宮本光治郎委員から欠席の連絡が入っております。 

本日の出席委員は、定足数に達しておりますので、総会は成立しております。 

それでは、会議規則のとおり、会長に議長をお願いし、議事の進行をしていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 

皆さん、こんにちは。 

それでは、５月の農業委員会総会を始めます。総会の審議がスムーズに進行しま

すよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

最初に、本日の議事録署名委員を指名します。１４番 吉永安圭美委員、１５番 

松田浩一郎委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

議案５号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説明をお願

いいたします。 

 

議案第５号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、議案書１ページ

から２ページのとおり付議いたします。今月の所有権移転申請は、売買による取得

が４件、贈与による取得が３件ありました。地目は、田 ７，２３４平方メート

ル、畑 ３，１５１平方メートル、計１０，３８５平方メートルです。内容につき
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議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

ましては、議案書記載どおりです。これらは、農地法第３条第２項各号には該当し

ないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。ご審議方よろしくお願い

いたします。 

 

はい。ありがとうございました。ただいま、事務局から説明がありました案件に

つきまして、各担当委員さんから説明をお願いいたします。 

 

１番、宮地。 

 

宮地地区の澤野です。１番についてご報告します。４月１４日、有馬農業委員さ

んと市の農業委員会事務局の泉さんと私で現地の確認をいたしました。〇〇〇〇〇

〇〇の隣地で、周辺には田は無く、ちょっと住宅があるくらいで、周囲に影響は及

ぼさない地点です。〇〇〇〇〇〇〇〇〇に必要な事項に該当し、〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇に活用するということでした。よろしくお願いいたします。 

 

 ２番、高田。 

 

 申請番号２番。〇〇委員が先月亡くなられましたので、私が５月１日に確認にま

わりました。まず、申請場所ですけれども、申請場所が、〇〇〇〇〇〇を〇〇〇方

面に走り、〇〇町にある〇〇〇〇〇〇。〇〇〇ですけど。ここから〇〇して〇〇を

△△メートルくらいのところにある。筆数は〇枚です。面積は約△△アール。申請

理由は経営基盤拡大とのことです。周りに水田、近くに畑等に囲まれた地域で、耕

作には適当と考えます。 

次に、最後にある個所は、ちょっと場所が離れていますけど、同じく〇〇〇を〇

〇〇方面に走り、〇〇、〇〇〇〇〇の〇〇〇〇〇〇〇がありますけれど、そこから

〇〇して〇〇〇〇を過ぎて、そこから△△△メートルくらいして〇〇して〇〇を△

△△メートルくらいのところにあります。面積は△△△平米。ここも同じく周りは

田園地帯で、ハウス、少々畑もありますけれども水田がほとんどですね。耕作には

適地と考えます。以上です。 

 

 ３番、日奈久。 

 

日奈久担当の杉本です。申請番号３番について説明します。橋本委員と９日の

日、現地確認しました。申請場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇の〇〇です。譲渡人が贈

与したいと話があり申請されました。譲受人は、となりの水田を所有しており、申

請地も長年にわたり耕作されています。何ら問題ないと思います。よろしくご審議

をお願いします。 

 

４番、坂本。 

 

坂本地区担当の杉山です。申請番号４番について説明します。５月１日に宮本農

業委員と申請地の協議を行いました。申請地は〇〇町〇〇〇地区の〇〇〇〇〇に面

し、〇〇〇〇〇の〇〇〇にあります。譲渡人は、農業経営をされなかったために、

知人の申請人に有償にて譲り渡し、今回の申請になりました。譲受人は今回、取得

の農地に引き続き水稲を栽培。後継者の方に規模拡大の意欲を強く持っておられ、

周辺の農地への影響もなく、何ら問題はないものと思われます。ご審議よろしくお

願いします。 
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議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 ５番、鏡。 

 

鏡地区担当の緒方です。申請番号５番から７番について説明します。 

申請番号５番。５月７日、吉永農業委員と申請地の確認を行いました。申請地は

〇〇〇〇〇〇から〇〇へ△△△メートルくらいの場所です。譲渡人は、現在、〇〇

に住んでおられ営農をされていません。譲受人は、相手方の要望により、また現

在、草刈り作業などを行い適正に管理されています。問題はないと思います。ご審

議のほどよろしくお願いします。 

申請番号６番。５月７日、吉永農業委員と申請地の確認を行いました。申請地

は、〇〇〇〇〇〇〇より〇〇へ△△△メートルくらいの場所です。譲渡人は、現

在、〇〇に住んでおられ、営農をされていません。譲受人は、規模拡大されてお

り。また、現在、借地として栽培されており、問題はないと思います。ご審議の方

よろしくお願いします。 

申請番号７番。５月７日、吉永農業委員と譲受人と私の 3 人で申請地の確認を行

いました。申請地は、〇〇〇〇〇から〇〇へ△△△メートルくらいの場所です。譲

受人は、規模拡大をされています。また、隣の圃場が譲受人の農地で、何ら問題は

ないと思います。ご審議の方よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございました。以上の案件につきまして、皆さんからご質問、

ご意見はございませんでしょうか。 

はい、どうぞ。 

 

 ２番の案件ですが、譲受人の方は〇〇の方ですが、こっちまで来て耕作しなっと

ですか。 

 

はい。事務局お願いします。 

 

 こちらの担当の行政書士から確認しておりまして、車でだいたい３０分くらい、

自宅から３０分くらいで来れるので。経営規模の拡大ということで、問題ないとい

うことを確認しております。 

 

 いいですか。他に、何かご質問、ご意見はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

では、異議がなければ挙手をお願いいたします。 

 

（挙手多数） 

 

挙手多数ということで認めることといたします。よって申請を許可いたします。 

 

次に、議案第６号、農地法第４条の規定による許可申請について、事務局より説

明をお願いいたします。 

 

議案第６号農地法第４条の規定による許可申請について、議案書３ページ

のとおり付議いたします。 

今月の申請は２件で、農地転用許可の農地区分及び立地基準は議案書記載

のとおりです。なお、２番の案件については無断転用であったため、追認許
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議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

可を得るための始末書が添付されております。次に、一般基準について説明

いたします。農地転用の確実性や、周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがないこ

となどから、すべての案件が許可は可能と判断いたしました。 

それでは、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

はい。ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありました案件につ

きまして、各担当委員さんから説明をお願いいたします。 

 

１番、坂本。 

 

坂本地区の杉山です。申請番号１番について説明します。５月２日、宮本農業委

員と申請地の確認を行いました。申請地は、〇〇〇〇〇〇を〇〇方面へ向かい、〇

〇の〇〇〇を〇〇、〇〇〇の〇〇〇〇〇〇を△△△メートルほどもどった〇〇〇〇

〇〇〇にあります。申請人は、令和 2 年 7 月の豪雨災害で被災したため、宅地を嵩

上げし住宅を再建しますが、自分の宅地だけでは不足するため、隣接する申請地を

一体として利用したく、今回の申請となりました。隣接地には農地はなく、周辺農

地への影響もなく、何ら問題はないと思います。ご審議よろしくお願いいたしま

す。 

 

２番、千丁。 

 

千丁地区担当の槌田です。２番について説明します。５月７日、上原委員他３名

で現地を確認しました。申請地は、〇〇〇〇〇〇の〇側にある住宅地になります。

申請人は、令和７年８月豪雨災害で被災し、被災した宅地等の復元工事のため申請

地を駐車場として利用しましたが、再び農地に復元することは難しいため、駐車場

として利用したいとのことです。問題ないと思われます。無断転用で、始末書が添

付してあります。 

 

はい、ありがとうございます。 

以上の案件につきまして、皆さんから何かご質問、ご意見はございませんでしょ

うか。 

よろしいですか。 

 

（質問、意見なし） 

 

では、異議がなければ、挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。よって申請を許可いたします。 

 

次に、議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

議案第７号農地法第５条の規定による許可申請について、議案書４ページ

から６ページのとおり付議いたします。今月の申請は、所有権移転が６件、

使用貸借権の設定が２件の合計の８件です。農地区分及び立地基準は議案書

記載のとおりです。なお、４番及び６番の案件は無断転用であったため、追
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議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

認許可を得るための始末書が添付されております。次に一般基準について説

明いたします。農地転用の確実性や周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがないこ

となどから、すべての案件が許可は可能と判断しました。それではご審議方

よろしくお願いします。 

 

はい。ありがとうございました。ただいま事務局からの説明がありました案件に

つきまして、各担当委員さんから説明をお願いいたします。 

 

１番、八千把。 

 

八千把地区担当の中 です。申請番号１番から３番について説明します。 

１番と２番が隣接した農地なので一緒に説明します。 

申請地は〇〇〇町の〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇の〇側にあたり、現況、造成

済みの農地で、１番の受け手の〇〇さんは、自宅兼事務所を建築したい。２番の受

け手の〇〇さんは、個人住宅を建築したいといった申請になります。何ら問題ない

と思います。 

３番、申請地は、〇〇〇町の〇〇〇〇〇〇の〇〇〇〇〇〇〇〇〇の〇側に当た

り、現況、造成済みの農地で、ここに個人住宅を建築したいといった申請になりま

す。何ら問題はないと思います。審議、お願いします。 

 

４番、太田郷。 

 

太田郷・代陽地区担当の益田です。申請番号４番について説明します。５月１

日、有馬農業委員と申請地確認を行いました。申請地は〇〇〇〇〇〇〇より〇へ約

△△△キロ先の住宅地にあります。転用の目的は自宅の来客用の駐車場が不足して

いるため、隣接する申請地を買い受け駐車場として利用する計画です。なお、無断

転用でしたので始末書は添付されています。以上、申請番号４番について、申請地

周辺に農地はなく、地元の担当として何ら問題ないと思います。ご審議方よろしく

お願いします。 

 

 ５番、植柳。 

 

植柳・麦島地区担当の川上です。申請番号５番について説明します。５月１日、

矢鉾農業委員と申請地の確認をしました。申請地を取得し個人住宅を建築したいと

いうことです。申請地北〇側に〇〇、〇側に〇〇があり、〇側と〇側に〇〇があり

ますが、日照関係等も影響は無いと言われ、何ら問題ないと考えられます。ご審議

方よろしくお願いいたします。 

 

６番、高田。 

 

申請番号６番。申請場所は、〇〇〇町になります。〇〇〇に〇〇〇〇〇〇を〇

〇、〇〇〇〇より〇〇に入り、△キロくらい走ったところから〇〇して、〇〇〇〇

〇〇〇ですけれども、△△△メートルぐらいのところの場所にあります。現在、既

に〇〇として使用されているようですので、面積は△△平米と狭い土地になりま

す。転用許可を受けていないということなので申請に及んだということです。無断

転用になりますので、皆様、ご審議よろしくお願いいたします。 

続けていきたいと思います。申請番号７番。同じく場所は〇〇〇〇〇を〇〇〇〇

〇〇に走り、〇〇〇〇〇〇〇〇〇から〇〇〇〇〇〇〇方面へ△△キロメートルぐら
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議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い走り、〇〇〇がありますけれども、〇〇〇より〇〇して△△△メートルぐらいの

場所にあります。面積は、△△△平米。申請理由は、実家の土地を借り受け住宅を

建築したいということです。周りは個人住宅地となっており、住宅建築には最適と

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

８番、千丁。 

 

千丁担当の久保田です。申請番号８番について説明します。５月７日、上原農業

委員他３名で現地を確認しました。申請人は、現在、〇〇〇〇〇〇〇ですが、子が

生まれ手狭となったため、実家に隣接する申請地を父より借り受け、個人住宅を建

築したく申請に至りました。申請地は、〇〇〇〇〇〇〇より〇側に△△△メーター

ぐらいの所です。周りは住宅に囲まれ、また、譲渡人とは親子関係でまったく問題

ないと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

はい。ありがとうございました。 

以上の案件につきまして、皆さんから何かご質問、ご意見ございませんでしょう

か。 

よろしいですか。 

 

（質問、意見なし） 

 

では、異議がなければ挙手をお願いいたします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。よって申請を許可いたします。 

 

議案第８号農用地利用集積等促進計画について事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

議案第８号農用地利用集積等促進計画について、議案書７ページから３２ページ

のとおり付議いたします。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項

の規定により、農地中間管理機構に対して、農用地利用集積等促進計画を作成する

ことを要請するというものです。今回の案件は、賃貸借は、一括契約が４６件、所

有権移転は、機構売渡が５件です。受け人・農地につきましては、議案書記載のと

おりです。また、申請のあった案件につきましては、農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第５項第２号及び第３号に規定されている農用地等の効率的利用

や、農作業の常時従事を満たしていると判断されます。なお、所有権の移転を受

ける者につきましては、農業を担う者に位置付け済み又は位置づけ予定であ

ることから、地域計画の達成に資することとなると考えます。なお、この基

盤強化法及び中間管理法による、農用地の売買では、農地中間管理機構へ譲

渡した場合など、譲渡所得の特別控除が受けられる優遇措置が取れますの

で、農地として売買の相談があった場合は、事務局にお尋ねいただきますよ

うお願いいたします。来月の熊本県農業公社との農地の所有権移転は、６月

９日火曜日に実施いたします。関係する地区は、興善寺町、南平和町、鏡町

貝洲、鏡町芝口、鏡町上鏡です。地区の委員さんにおかれましては、ご出席いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

議案第８号の説明につきましては、以上です。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

はい。ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありましたが、皆さんから何か質問はありませんでし

ょうか。 

ありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

それでは質問がなければ、これは農用地利用集積等促進計画でございますので、

原案通り決定することといたします。 

 

それでは次に、議案第９号非農地証明願について、事務局より説明をお願いいた

します。 

 

議案第９号非農地証明願について、議案書３３ページのとおり付議します。今月

の申請は２件で、その内容は議案書記載のとおりです。申請地は、以前より山林と

して利用していましたが、今般、地目が畑であることが判明しました。現地は、山

林の様相を呈しており、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場

合に該当し、３月２４日に、坂本地区農業委員及び農地利用最適化推進委員による

現地調査を行った結果、非農地と判断しているところです。 

 

はい、ありがとうございました。 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから、

説明をお願いいたします。 

 

１番、坂本。 

 

坂本地区担当の杉山です。先ほど事務局から説明がありました申請番号１番と２

番は隣接しており同様の内容となりますので、併せて説明します。 

３月２４日に農業委員と農地利用最適化推進委員及び事務局職員で、現地調査を

行った結果、現地は山林の様相を呈しており、非農地としても何ら問題ないと思わ

れます。ご審議よろしくお願いします。 

 

以上の案件につきまして、皆さんから何かご質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

では、異議がなければ挙手をお願いいたします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員ということで認めることとし、農地法第２条第１項に規定する農地に該

当しないため、証明書を交付することに決定いたしました。 

 

本日予定の議案はすべて終了しました。 

今月は、農地法第４条及び第５条の許可不要転用届、農地法第１８条第６項の規

定による合意解約届がありましたので報告いたします。 

それでは。これをもちまして５月の八代市農業委員会を閉会いたします。 
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皆様おつかれ様でございました。 

 

八代市農業委員会会議規則第１９条第１項の規定により署名する。 

 

令和８年５月１１日 

 

      八代市農業委員会 会長                

 

      八代市農業委員会 委員                

 

      八代市農業委員会 委員                


